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第 14回デジタルエコノミーに関する日米対話に係る共同声明 
 
 
日米両国は、2024 年２月６日、７日にハイブリッド形式にて日本主催で実施された第 14 回デ

ジタルエコノミーに関する日米対話（DDE）において、デジタル経済の成長を支えるためのオー

プンかつ相互運用可能で、信頼できるセキュアなデジタル連結性と情報通信技術への共通のコ

ミットメントを再確認した。 

 

この対話は、両国の民間部門代表との間で行われた、オープンで相互運用可能でありセキュア

な 5G無線技術、ネットワーク及びサービスの推進、第三国におけるデジタル経済の発展を支援

するための官民連携、人工知能（AI）、データ保護とプライバシー、自由なデータ流通、デジ

タルフリーダムの推進、サイバーセキュリティ能力構築等に係る国際協調、インターネットと

デジタル連結性への公共の信頼を深め、責任ある管理を促進する官民連携及びグリーンで持続

可能な成長に貢献する情報通信技術（ICT）の活用などの分野についての議論を含むものであっ

た。両国政府は、日本経済団体連合会、全米商工会議所及び在日米国商工会議所からの民間部

門の代表が日米両国政府に対して提示した共同声明を歓迎した。 
 
両国は、設備、ソフトウェア及びサービスを提供する企業が、デジタル経済の発展を支えると

ともに、サイバーセキュリティを強化し、プライバシー、知的財産権及びデジタルフリーダム

を保護することを、国、企業、市民が確実に信頼できるよう、先進国及び新興国においてオー

プンで強靱かつセキュアな 5G ネットワークの発展及び展開を推進する重要性を認識した。両

国は、セキュアで信頼性の高いグローバルな海底ケーブルネットワークを促進し、したがって

重要な個々のケーブルシステムに関する必要な情報交換を継続することの重要性を再確認した。

両国はセキュアかつ強靭な ICTインフラに対する投資を促進することの重要性を認識した。ま

た、両国は、マルチステークホルダー・モデルに基づいた、包摂的で、オープンな、透明性の

あるインターネットガバナンス・システムへの共通のコミットメントを再確認した。さらに、

両国は以下の分野で協力することで一致した。 
 
１. 両国は、セキュアな 5Gネットワークの発展、オープンな無線アクセスネットワーク（Open 

RAN）及び仮想無線アクセスネットワーク（vRAN）などの革新的な方策を可能にする環境の

促進に関して、第三国における協力を継続することを決定した。さらに、第三国における

Open RANプロジェクト（テストベッド、パイロット又は概念実証プロジェクトを含む。）

を共同で支援する。両国は、より多様で強靭かつセキュアな通信のエコシステムを育成及び

促進する上で、オープンで相互運用可能なネットワークアーキテクチャ及び通信サプライ

ヤーの多様性の価値を強調した。また、2023年４月に G7デジタル・技術大臣会合において

支持された、Beyond 5G/6G 時代における G7 将来ネットワークビジョンに沿った、2030年

代における、よりセキュア、オープン、相互運用可能であり、強靭、かつエネルギー効率の

高いネットワークの実現という目標に向け、次世代ネットワーク（6G又は Beyond 5G）技術

に関する協力（研究開発及び国際標準化を含む。）を強化することの重要性を認識した。 
 



２.第三国において共に関与する可能性のあるデジタル及び ICT のイニシアティブについて議

論するため、グローバル・デジタル連結性パートナーシップ（GDCP）を更に活用することを

追求する。両国は、包摂的なインターネット接続を促進し、セキュアな ICTインフラに関す

る協力を拡大し、サプライヤーの多様性を促進するための努力に基づき、GDCP を通じて、

適当な場合には民間企業を関与させ特定のトピックに対応しつつ、四半期ごとの会合及び

アドホックな集中会合を行うことに関する共通のコミットメントを再確認した。 

 

３.両国は、AIガバナンスに関する国際的な議論の重要性が増していること及び高度な AIシス

テムがもたらす課題と機会に対処する必要性に鑑み、広島 AIプロセスを前進させるための

作業計画に基づき、高度な AIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範及

び全ての AI関係者向けの広島プロセス国際指針を含む広島 AI プロセス包括的政策枠組み

を共有するため、パートナー国及び AI関係者への働きかけを拡大することに協力すること

を約束した。さらに、両者は国際行動規範への支持を共同で広げていく。広島 AIプロセス

に基づき、日米両国は、AIガバナンスの枠組み間の相互運用性を促進し、安全、安心、信頼

できる AIシステムが設計、開発、導入、利用されるオープンで実現可能な環境を醸成する

ため、引き続き協力していく。 また、日米両国は、AIガバナンスの相互運用性を促進する

ため、新たに設立される AIセーフティ・インスティテュート間の協力を推進する。 

 

４.2024 年初頭にグローバル越境プライバシールール（CBPR）及び処理者向けプライバシー認

証（PRP）システムを稼働し、2024 年 5 月に予定されるグローバル CBPR フォーラム多国間

ワークショップを共催することを含め、グローバルなメンバーシップと参加を促進し、政府、

認証企業及び消費者の利益を拡大するためにプログラム要件の強化について密接に取り組

み、グローバル CBPRフォーラムのメンバーとともに二国間連携及び多国間連携を継続する。

グローバル CBPRフォーラムは、信頼性のある自由なデータ流通（DFFT）を支援するために、

データ保護制度間の相互運用性を促進しながら、効果的なデータ保護及びプライバシーを

支援する。 

 

５.DFFTの具体化に向けたコミットメントの一環として、両国は、OECD DFFT専門家グループ内

を含め、民間部門が保有する個人データに対するガバメントアクセスに関する宣言の推進

において引き続き協力する。この作業は、各国がガバメントアクセスに係る 7つの原則をど

のように遵守しているかを文書化し、OECD 非加盟国が宣言の遵守をどのように証明できる

かのロードマップを作成し、新しい OECD DFFT専門家グループの下で、また OECD外でも、

宣言の理解を深め、その原則の遵守を証明することを奨励するよう OECD非加盟国に対して

二国間関係において働きかけるという、OECD が提案する新たなワークストリームに対し、

OECD加盟国の支援を形成し、構築することを目的としている。 

 

６.国際電気通信連合（ITU）において、目標を推進するためにさらに協力する機会を模索する。

日本及び米国は、国際連合、ITU、OECD、the Global Partnership on AI（GPAI）、AIに関

する委員会（CAI）、アジア太平洋経済協力（APEC）、G7、G20、インターネット・ガバナン

ス・フォーラム（IGF）、日米豪印、インド太平洋経済枠組み（IPEF）、電気通信に関する

グローバル連合（GCOT）や他のフォーラムにおけるものを含め、国際組織及び機関における



多国間及びマルチステークホルダーの取組を通じて、グローバルなデジタル経済政策環境

を向上するため、緊密に協力することにコミットする。 

 

７.グローバル・デジタル・コンパクト及び世界情報社会サミット（WSIS）+20の検討プロセス

に向けて、包摂的アプローチを推進し、マルチステークホルダーコミュニティとの強固かつ

進行中の協議を進めるための協力を継続する。 

 

８.2023 年に京都で開催され成功を収めた IGF のレガシーとして、インターネット・ガバナン

スに対する包摂的なマルチステークホルダーアプローチを引き続き支持し、推進する。また、

両国は、ICANN の政府諮問委員会（GAC）において、円滑な新たな分野別トップレベルドメ

イン（gTLD）募集開始や DNS不正利用の抑止を含め、インターネットの共通のビジョンを推

進するために緊密に協力する。 

 

９.2024 年に ICT 又はデジタル政策のトピックに焦点を当てた 1 つ又は複数のワークショップ

を、両国及び第三国の協力のもと、マルチステークホルダーが参加して開催する機会を探求

する（例：5G /Open RAN、海底ケーブル、衛星、データセンター、AIガバナンス、ICTイン

フラにおけるサイバーセキュリティ能力構築、デジタルフリーダム等）。また、両国は、信

頼性が高くセキュアな ICT サプライチェーンとより包摂的で公平なデジタル連結性に貢献

する原則としての信頼、そして法の支配の重要性を認識した。 

 

米国側は、ステファン・ラング 国務省サイバースペース・デジタル政策局次官補代理（情報通

信政策担当）がリードし、国務省、商務省国家電気通信情報庁、商務省国際貿易局、連邦通信

委員会、連邦取引委員会、国防総省、輸出入銀行、国際開発金融公社等の関係者が参加した。

日本側は、田原康生総務省国際戦略局長がリードし、総務省、個人情報保護委員会、デジタル

庁、外務省、経済産業省、国際協力銀行、海外通信・放送・郵便事業支援機構等の関係者が参

加した。 


